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１ 実地指導に関するお知らせ
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（１） 実地指導の実施について【者】【児】【施設】

ア 令和５年度実地指導の実施状況と今後の予定

令和５年度の実地指導の実施状況について、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置付

けが２類相当から５類相当に変更され、基本的対処方針が廃止されたことに伴い、新型コロ

ナウイルス感染症感染拡大防止による実地指導の見合わせがなくなったことから、発生以前

の水準で実施することができました。（次頁参照）

しかしながら、数年にわたる新型コロナウイルス感染症感染拡大防止により、実施周期ど

おりの実地指導が出来ていない事業所が多数あることから、次年度以降も引き続き、未実施

の解消に向けて可能な限り早期に実施させていただく予定です。

実地指導の対象となる事業所には、事前に文書でお知らせいたしますので、御協力をお願

いいたします。

※対象となるサービス種別については、次のとおり表示しています。
【者】 ＝障害福祉サービス事業所等（障害者相談支援事業所等含む）
【児】 ＝障害児通所支援事業所等（障害児相談支援事業所等含む）
【施設】＝障害者支援施設
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＜参考＞令和５年度実地指導実施事業所数

イ 「実地指導」の名称変更について

令和６年４月１日から「実地指導」が「運営指導」に名称が変更となります。※

令和６年度以降は、新しい名称で通知等を出すこととなりますので、御留意ください。

※「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について（平成２６年１月２３日障発０１２３第２号）の一部改正につい
て」（令和６年障発０３０５第２号）及び「指定障害児通所支援事業所等の指導監査について（平成２６年３月２８日障
発０３２８第４号）の一部改正について」（令和６年３月５日こ支障第５０号・障発０３０５第３号）

※実施事業所の数は、令和６年２月末までに実地指導を実施した事業所数
※「うち文書指摘あり」の事業所数は、実地指導実施事業所のうち結果が確定している事業所数



ウ 調書兼自己点検票について

実地指導の際に確認に用いる調書は、「長崎市ホームページ」に掲載しています。（掲載

場所は下記を御参照ください。）

また、こちらの調書は、自己点検シートとしても御使用いただけるよう作成していますの

で、事業所内の研修等に御活用ください。

なお、記載事項以外の基準等についても遵守していただく必要があることを申し添えます。

＜令和５年度版 調書兼自己点検票の掲載場所について＞
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①インターネットで「長崎市 指導監査」と
検索し、「指導監査資料様式ダウンロード－
長崎市」をクリックしてください。

②「４．指定障害者支援施設・障害福祉サー
ビス事業者等指導提出資料様式」をクリック
してください。全事業所共通の調書及び計28
種別の事業所別の調書を掲載しています。



（２） 委員会等の実施頻度及び計画等の策定等について
【者】【児】【施設】

障害福祉サービス種別ごとの委員会等の実施頻度及び計画等の策定について整理した一覧

表を、別添のとおり作成しましたので御活用ください。

また、経過措置が終了し、令和６年度から完全義務化となる項目がありますので、漏れな

く確実に実施していただきますよう、よろしくお願いいたします。

○（指導監査別添）【障害福祉】サービス種別ごとの計画等の策定及び委員会等の実施回数一覧表

（３） 放課後等デイサービス事業所の適正な運営について【児】

厚生労働省によると、指定障害福祉サービス事業者等の行政処分等に関する全国的な傾向
として、令和３年度の行政処分件数１９２事業所のうち、放課後等デイサービス事業所に対
する行政処分が５６事業所と、最も多い状況です。

このことを踏まえ、放課後等デイサービス事業所運営において特によく確認し、遵守してい
ただきたい点を次ページから掲載します。
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出典：厚生労働省HPより「障害保健福祉関係会議資料について＞１ 令和5年3月10日：主管課長会
議資料＞（２）企画課監査指導室＞資料２＞障害保健福祉関係主管課長会議資料 P18」
（https:/www.mhlw.go.jp/content/001076190.pdf）



ア 利用児童数と勤務従事者数の適正な把握について

(ア) 人員基準を満たす職員の配置

日々の利用児童数に応じて職員数が人員基準を満たしているか確認を行ってください。ま

た、実地指導の際には、日々の利用児童数と勤務者数が明記されている資料等を確認してお

りますので、整備をお願いいたします。（様式は問いません。）

確認の結果、基準等の要件を満たさない可能性がある場合は、長崎市障害福祉課に連絡し、

協議のうえ速やかに必要な手続きを行ってください。

＜放課後等デイサービス事業所における人員基準（抜粋）＞

人
員
基
準

児童指導員又は保育士

・１人以上は常勤
・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
①児童数が１０人まで ２人以上
②１０人を超えるもの ２人に、児童数が１０を超えて５又はその端数を増す

ごとに１を加えて得た数以上

児童発達支援管理責任者 ・１人以上（１人以上は専任かつ常勤）

機能訓練担当職員 ・機能訓練を行う場合に置く

看護職員 ・医療的ケアを行う場合に置く（医療機関等との連携により置かないことも可）

管理者 ・原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの（支障がない場合は兼務可）
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(イ) 利用定員を超えない運用と定員超過利用減算の適切な算定

放課後等デイサービスの提供にあたっては、原則として、利用定員を超えてサービスの提
供を行ってはならないとされており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超
過利用減算を算定する必要があります。
定員超過利用減算については、厚生労働省事務連絡※等により要件等を再度御確認いただく

とともに、前述の事務連絡に添付の「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象
確認シート」を活用するなど、定員の超過状況の適切な把握に努めてください。
また、減算に該当する場合や要件を満たさない場合であっても、特例的な取扱いが可能と

なる場合がありますので、判断に迷われる場合は、手続き又は過誤調整の前に、長崎市障害
福祉課に御相談ください。
なお、実地指導の際に、利用定員超過が確認された場合、やむを得ないと判断された事情

について御説明いただくことがありますので、記録の整備をお願いいたします。

＜定員超過利用減算の考え方（抜粋）＞※小数点以下切り上げ

１
日
当
た
り

定員50人以下
１日の障害児の数が、利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該１日について障害児全員
につき減算

定員51人以上
１日の障害児の数が、利用定員に、利用定員から50を差し引いた数に100分の25を乗じて得た数に、25を加
えた数を加えて得た数を超える場合に、当該１日について障害児全員につき減算

過
去
３
月
間

定員11人以下
直近の過去３月間の利用者の延べ数が、利用定員に３を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合
に減算

定員12人以上
直近の過去３月間の障害児の延べ数が、利用定員に開所日数（開所日は暦日ではない点に留意）を乗じて得た
数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該１月間について障害児全員につき減算

多機能型事業所等
算定方法は、上記「１日当たり」及び「過去３か月」と同様。ただし、複数のサービスごとに利用定員を定め
ている場合にあっては、当該サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算定するものとする。
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※令和４年２月２８日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課障害児・発達障害者支援室事務連絡「障害児通
所支援における定員超過利用減算の取扱いについて」



（４） よくある質問等について（Q＆A）【者】【児】【施設】

Ａ１：代替は可能です。

事業所内の利用者又はその家族に対して、見やすい場所に掲示することのほかに、事

業所内にファイル等を備え置くなどして、利用者又はその家族等がいつでも自由に閲

覧可能な形にすることによって掲示に代えることが可能です。

Ａ２：業務継続計画に基づく訓練は、必ずしも実地である必要はなく、机上訓練でも構いま

せん。

訓練の一例として、利用者への食事の提供を行う事業所であれば、ライフラインが停

止した場合を想定し、実地訓練として電気やガスを使用しない炊き出し等、机上訓練

として食材や食事の確保の具体的な手法の確認等が考えられます。

実地指導の際は、訓練の内容等について確認を行いますので、訓練を実施した場合は

必ず具体的な日時、参加者、訓練内容等について記録を整備し保管してください。

Ｑ１：運営規程や重要事項の掲示について、掲示以外の方法で代替できないか。

Ｑ２：業務継続計画に基づく訓練について、どのような訓練を行えばいいか。また、実地訓
練が必要か。
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Ａ３：最低限必要な項目として、①連絡を受けた日時、②利用者名、③欠席の日、④欠席の

理由、⑤利用者の状況、⑥具体的な支援内容（次回利用を呼び掛けた等の、利用者に

伝えた「あるがまま」の支援内容）、⑦連絡を受けた職員名の７項目を記録として残

してください。

事業所において、これらの必要項目を盛り込んだ個別の様式をあらかじめ作成して、

連絡を受けた際に必要事項を漏れなく記録できるような仕組みづくりを推奨します。

Ａ４：これまで実地指導は概ね３年に１度の頻度で実施しておりましたが、新型コロナウイ

ルス感染症感染拡大の影響により、実施を見合わせた期間が長期間に及んでいること

から、必ずしも予定どおりに実施とはなっていない状況です。

厚生労働省から示された実地指導の標準化・効率化の指針※に基づき、実地指導にお

いて確認させていただく項目を削減することで、事業所の皆様の事務的な負担を軽減

するとともに、実施時間の短縮を図っています。この効率化の取り組みにより、実施

頻度の向上を図るとともに、効率的な実地指導の実施に向けて、一層努めてまいりま

す。

Ｑ４：これまで３年に１度の頻度で実施されていた実地指導が３年以上実施されていない。
実地指導の実施状況はどうなっているか。

Ｑ３：欠席時対応加算の算定にあたって、欠席の連絡を受付けた時、何を記録すればよいか。
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※「指定障害福祉サービス事業者等の指導監査について（平成２６年１月２３日障発０１２３第２号）の一部改正につい
て」（令和６年障発０３０５第２号）及び「指定障害児通所支援事業所等の指導監査について（平成２６年３月２８日障
発０３２８第４号）の一部改正について」（令和６年３月５日こ支障第５０号・障発０３０５第３号）



指

導

実地指導
（概ね３年に１回）

※【施設】のみ、
実地指導以外の年度に

書面監査を実施

サービスの内容等又は自立支援給付等の請求の適正化を図るこ
とを目的に実施します。

根拠条文：【者】【施設】
障害者総合支援法第10条第１項

【児】
児童福祉法第57条の３の２

【施設】
社会福祉法第70条（書面監査）

集団指導
（年１回）

自立支援給付対象サービス等の取扱い、自立支援給付に係る費
用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について
実施します。

監査
（実地検査）

通報、苦情及び相談等並びに実地指導で発覚した情報から指定
基準違反等が認められる又はその疑いがある場合に実施します。

根拠条文：【者】【施設】
指定一般相談支援事業者：障害者総合支援法第51条の27
上記事業者以外：障害者総合支援法第48条

【児】
指定障害児通所支援事業者：児童福祉法第21条の５の22
指定障害児相談支援事業者：児童福祉法第24条の34

２ 実地指導等について
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（１） 指導及び監査について 【者】【児】【施設】



（２） 実地指導の実施の流れについて 【者】【児】【施設】
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＜長崎市＞ 実地指導等の実施通知の発送

実地指導実施日の概ね１か月前までに、実施日時や対象事業所等をお知らせします。

【事業者】 事前提出用の資料の提出

実地指導実施日の概ね１週間前までに＜長崎市福祉総務課＞へ郵送又は持参していただき
ます。

＜長崎市＞【事業者】 実地指導 当日

御提出いただいた調書等と当日準備書類を基に実地指導を行います。
当日準備用の資料も事前提出用の資料と併せて長崎市のホームページに掲載しています。

＜長崎市＞ 実地指導等の結果通知の発送

実地指導の結果を文書にて通知します。

【事業者】 文書指摘事項の回答について

実地指導結果通知における文書指摘事項については、通知で示す期限までに改善状況等や
挙証資料を＜長崎市福祉総務課＞に文書にて御回答ください。また、口頭指摘事項等につ
いては文書での回答は不要ですが、改善すべき事項があれば速やかに御対応ください。



（３）監査について 【者】【児】【施設】

監査は、以下の場合に実施します。
実地指導中に、

または、

について、指定基準違反等の確認を行う必要があると認める場合に監査を実施します。

監査により、不正請求や虚偽の答弁等が行われ、その程度が著しいと判断された場合、指
定の一部又は全部の効力停止や取り消しといった処分を行うことがあります。
長崎市においては、平成２９年９月、不正請求・虚偽報告により障害福祉サービス事業所

の指定の取消処分を行いました。
著しい不正行為は、指定取消といった重い処分につながり、利用者とその家族だけでなく、

従業者やその家族にも多大な影響を与えます。処分は公表及び周知を行うことから、事業者
や事業所等の社会的な信用をも失うことになります。

事業所における法令遵守責任者が責任を持ち、法令等は遵守しなければならないものとい
う意識を事業所全体で共有し、決して不正行為等を行わないようお願いいたします。

・著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼ
すおそれがあると判断したとき

・自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認
められるとき

・その他市長が必要と認めるとき

・通報・苦情・相談等に基づく情報
・市町村、相談支援事業所等へ寄せられる苦情の情報
・自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者の情報
・正当な理由がなく、実地指導を拒否した事業者の情報
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（４）実地指導において指摘・指導が多かった項目【者】【児】【施設】

令和５年度の実地指導において、指摘・指導が多かった項目は、次のとおりです。

具体的な指摘・指導の内容については、次頁以降に掲載しています。

14



ア 身体拘束等の禁止について

・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結

果について、従業者に周知徹底を図ること。

・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

⇒身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会及び従業者への研修等を実施した場合

は、議事録等を整備し、記録を残すようにしてください。

・身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

⇒身体拘束等の適正化のための指針について、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準について（平成18年12月6日障発第1206001号）」において示されている項目を盛

り込んでください。

イ 障害者虐待防止等のための措置について

・虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい

て、従業者に周知徹底を図ること。

・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

⇒虐待の防止のための対策を検討する委員会及び従業者への研修を実施した場合は、議事録

等を整備し、記録を残すようにしてください。
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ウ 苦情解決について

・提供した障害福祉サービス等に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため

に、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること。

⇒苦情解決体制に係る第三者委員については、中立・公平性の確保の観点から、民生委員や
自治会長等の第三者を複数名任命するよう努めてください。

エ 内容及び手続の説明及び同意について

・給付決定障害者等が当該支援の利用の申込みを行ったときは、利用申込者等の障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他サービスの選択

に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該支援の提供の開

始について同意を得ること。

⇒運営規程と重要事項説明書の内容について、齟齬が見受けられますので、整合を図ってく
ださい。

（５）障害者支援施設に関する書面監査について【施設】

実地指導を実施しない年度において、基準条例等を遵守しているか確認する書面監査を実

施しています。

書面監査の様式は、実地指導の際に用いる資料と同じ様式です。これまでどおりに御記入

ください。

書面監査についても、御提出いただいた資料の確認後、結果通知を送付いたします。

基準条例等を遵守し、適正な施設運営を実施していただくようお願いします。
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（６）業務管理体制に関する指導・監督体制について
【者】【児】【施設】

指定障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備と運用状況を確認するための指導・
監督体制には、一般検査と特別検査があります。

一般検査 特別検査

実施頻度 概ね６年に１回
指定取消相当の重大事案が発生した
場合に随時

主な確認事項

・法令順守責任者の役割及びその業
務内容

・業務が法令に適合することを確保
するための規程の内容

・業務執行の状況の監査の実施状況
及びその内容 等

・不正行為を未然に防ぐことができ
なかった業務管理体制の不備の確
認及び検証

・組織的関与の有無 等

17

事業者自ら点検を行う自己点検型調書を用いた書面による一般検査を実施しています。

【対象となる事業所】※いずれの事業者も、全ての事業所が長崎市に所在する事業者に限ります。

・指定障害福祉サービス事業者 ・指定特定相談支援事業者
・指定障害者支援施設の設置者 ・指定障害児相談支援事業者
・指定障害児通所支援事業者 ・指定一般相談支援事業者

★長崎市ホームページに「業務管理体制の監督について（厚生労働省資料一部抜粋）」を掲
載しています。業務管理体制の主旨について御確認ください。



自己点検を実施する際は、「確認事項」をよく読み、現在の事業運営における法令遵守の
ための体制状況等を振り返ったうえで、点検を行ってください。

※業務管理体制書面監査様式の掲載箇所

長崎市ホームページ> 事業者・産業振興 >

高齢者・介護保険・障害福祉 >指導監査 >指導監査資料様式ダウンロード
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お問い合わせ

長崎市役所

〒850-8685 長崎市魚の町４番１号 TEL：095-822-8888（代表）

＜資料の記載内容及び実地指導と監査の実施に関すること＞

長崎市福祉部福祉総務課（庁舎12階）

TEL：095-829-1256（直通）

FAX：095-829-1140

E-mail：fuku_sou@city.nagasaki.lg.jp

＜障害福祉サービス事業所等の指定・更新・届出・苦情相談等に関すること＞

長崎市福祉部障害福祉課（庁舎２階）

TEL：095-829-1141（直通）

FAX：095-823-7571

E-mail：shoufuku@city.nagasaki.lg.jp

長崎市福祉部福祉総務課指導監査係による「令和５年度 集団指導 指導・監査

について＜障害福祉課所管の事業所及び施設等＞」は以上となります。

今後とも、法令等を遵守し、適切な事業所運営を行っていただくための一助とな

れば幸いです。

なお、御不明の点等ございましたら、下記へおたずねください。



○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ … 義務となっているもの　　△ … 義務ではないが、対応することが望ましいもの

R6.4.1から義務化
計画未策定及び必要な措置を講じていな
い場合業務継続計画未策定減算適用

※「感染症の予防及びまん延防止のため
の指針」及び「非常災害に関する具体的
計画」を策定いる場合は、R7.3.31まで
減算を適用しない。

R6.4.1から義務化

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー

ビ
ス

療
養
介
護

生
活
介
護

自
立
訓
練
（

機
能
訓
練
）

自
立
訓
練
（

生
活
訓
練
）

短
期
入
所

就
労
移
行
支
援

居
宅
訪
問
型
児
童
発
達
支
援

R6.4.1から義務化

共
同
生
活
援
助

指
定
障
害
者
支
援
施
設

就
労
継
続
支
援
（

Ａ
型
）

就
労
継
続
支
援
（

Ｂ
型
）

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

行
動
援
護

児
童
発
達
支
援

感染症及び食中毒の予防及び
まん延の防止のための対策

業務継続計画の策定等につい
て

業務継続計画

計画の策定

防災訓練の実施

指針の整備

非常災害対策について

虐待の防止について

衛生管理等について

非常災害（火災及び自然災
害）に関する具体的計画

虐待の防止のための対策

感染症の予防及びまん延の防
止のための対策

年1回以上

年1回以上

訓練の実施

実
施
頻
度

①6月に1回以上
②感染症流行時等随時

年2回以上

指針の整備

研修の実施

訓練の実施

計画の策定

研修の実施

指針の整備

研修の実施

訓練の実施

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

保
育
所
等
訪
問
支
援

就
労
定
着
支
援

自
立
生
活
援
助

年1回以上

①3月に1回以上
②感染症流行時等随時

検討委員会の開催

検討委員会の開催 ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○○○○

○ ○ ○ ○○

年2回以上

年1回以上

年2回以上

サービス種別

身体拘束等の禁止について
身体拘束等の適正化のための
対策

検討委員会の開催

指針の整備

研修の実施

年1回以上

○

年2回以上

年2回以上

年1回以上

○○○ ○○○ ○

※作成することが望ましい

委員会未開催の場合は
身体拘束廃止未実施減算適用

指針未整備の場合は
身体拘束廃止未実施減算適用

研修未実施の場合は
身体拘束廃止未実施減算適用

○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○

○ ○ ○○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

項
目

確
認
事
項

対
応
内
容

【障害福祉】サービス種別ごとの計画等の策定及び委員会等の実施回数一覧表
令和6年3月　長崎市福祉部福祉総務課指導監査係作成

備
考

○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○

計画の策定

研修の実施

訓練の実施

保護者に対する安全計画
に基づく取組内容等の周
知

安全計画安全計画の策定等

所在の確認

見落とし防止装置
(ブザー等)の設置

障害児を送迎する際の所在の
確認

自動車を運行する場合の所在
の確認

年1回以上

年1回以上

○ ○ R6.4.1から義務化

○ ○ ○

○

検討委員会の開催

研修の実施

担当者の設置

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年1回以上

年1回以上

委員会未開催の場合はR6.4.1から
虐待防止措置未実施減算適用

研修未実施の場合はR6.4.1から
虐待防止措置未実施減算適用

担当者未設置の場合はR6.4.1から
虐待防止措置未実施減算適用

○ ○ ○ ○ ○


